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設 計 書

　　　　令和　　8　　年度　　　　　　    　 　委　託 仕 様 書

委 託 名 河越館跡環境整備業務委託

委 託 箇 所 川越市大字上戸１９２番２ほか

実 施 額

変 更 実 施 額

差 引 増 減 額

委 託 大 要 、 起 工 理 由 ・ 変 更

変 更 委 託 の 大 要

委 託 の 大 要
園地除草：　・機械除草Ⅱ（刈放し）  ・機械除草Ⅲ　・除草剤散布
芝地管理：　・機械刈込み　・機械刈込み（刈放し）　・除草剤散布

変 更 理 由

起 工 理 由 本業務は河越館跡の環境整備を目的とした除草作業等を委託するものである。

川　    　 越      市



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額

　＝Ｐ

1 式 Ｐ × 以内

　＝Ａ

1 式 Ａ × 以内

　＝Ｃ

1 式 Ｃ × 以内

　＝Ｅ

1 式 Ｅ ×

増減

　 　 　 　 本　 委　 託　 費　 内　 訳　 表
摘　 　 　 要

本 委 託 費

6.52%

27.88%

23.57%

10.00%

※上段　出来高金額

　 下段　設計金額

川　 　 　 越　 　 　 市

直接委託費計

共 通 仮 設 費

純 委 託 費

現 場 管 理 費

委 託 原 価

一般管理費等

委 託 価 格

消費税相当額

本 委 託 費 計



工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額 工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額 工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額

植込地 Ｃ＜３０ 本 Ｃ＜２０ 本

土系舗装地 ３０≦Ｃ＜６０ ２０≦Ｃ＜３０

６０≦Ｃ＜９０ ３０≦Ｃ＜６０

９０≦Ｃ＜１２０ ６０≦Ｃ＜９０

肩掛式 １２０≦Ｃ＜１５０ ９０≦Ｃ

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
肩掛併用

１５０≦Ｃ＜１８０ Ｃ＜６０ 本

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
肩掛併用 20,525 １８０≦Ｃ ６０≦Ｃ

肩掛式 Ｃ＜３０ 本

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
肩掛併用 109,496

３０≦Ｃ＜６０ Ｃ＜１５

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ ６０≦Ｃ＜９０ １５≦Ｃ＜３０

一般地 16,420
９０≦Ｃ＜１２０ ３０≦Ｃ＜６０

H＜１．５ １２０≦Ｃ＜１５０ ６０≦Ｃ＜１００

１．５≦Ｈ＜２．５ １５０≦Ｃ＜１８０ １００≦Ｃ

０．７５≦Ｈ＜１．５ ｍ １８０≦Ｃ ㍑

１．５≦Ｈ＜２．５ Ｃ＜３０ 本

H＝１．０内外 本 ３０≦Ｃ＜６０ ｍ

H＝２．０内外 ６０≦Ｃ＜９０

H＝３．０内外 ９０≦Ｃ＜１２０

H＝４．０内外
　 Ｃ＜３０ 本 箇所

０．４５≦Ｈ＜０．７５ 株 ３０≦Ｃ＜６０

０．７５≦Ｈ＜１．２ ６０≦Ｃ＜９０

㎡
28,900 　 Ｃ＜１５ 本 ｍ

１５≦Ｃ＜３０

23,120
３０≦Ｃ＜６０ ㎡

６０≦Ｃ＜９０

９０≦Ｃ＜１２０ ㎡

１２０≦Ｃ＜１５０

１５０≦Ｃ 株

㎡ Ｃ＜１５

１５≦Ｃ＜３０

３０≦Ｃ＜６０

６０≦Ｃ＜９０

㎡ ９０≦Ｃ＜１２０

１２０≦Ｃ＜１５０

回 １５０≦Ｃ

委　　託　　費　　総　　括　　表

種目 備　考 種目 備　考 種目 備　考

人力除草Ⅰ 基本剪定 支障木処理

人力除草Ⅱ （落葉） 枯損木処理

人力除草Ⅲ

水中除草

機械除草Ⅰ

機械除草Ⅱ 害虫焼払い

機械除草Ⅲ 4,105m2×5回

機械除草Ⅰ
刈放し

基本剪定 松枯れ防止剤

機械除草Ⅱ
刈放し

27,374㎡×4回 （常緑） 松こも巻き

機械除草
刈放し

除草剤散布 4,105m2×4回

樹木薬剤散布Ⅰ

基本剪定 樹木薬剤散布Ⅱ

（針葉） 側溝清掃（蓋なし）

側溝清掃（コンクリート蓋）

（マツ類） 集水桝清掃（無蓋、人力）

集水桝清掃（有蓋、人力）

側溝清掃（鋼蓋）

基本剪定 スクリーン・排水口清掃

施肥（人力） 塩化カルシウム散布（機械）

機械刈込み 5,780m2×5回 軽剪定 水路清掃（鋼蓋）

機械刈込み（刈放し） （落葉） Ｌ型側溝清掃

除伐・つる切り 軽剪定 樹木施肥

施肥（機械） 施肥（元肥）

目土掛け 施肥（追肥）

地拵え

下草刈り （常緑）

清掃

草花植付け（花壇苗）

巡回管理

樹
木
管
理

寄
植

機
械

㎡

生
垣

機
械

仕
立
物

釣
鐘
型

玉
物

人
力

芝
地
管
理

菖
蒲
田
管
理

樹
林
地
管
理

花
壇
管
理

園
地
除
草

㎡ 樹
木
管
理
（

高
木
剪
定
）

病
害
虫
防
除

樹
木
管
理
（

中
低
木
刈
込
ほ
か
）

中
低
木
刈
込

側
溝
清
掃
ほ
か

落葉掃き

芝補植 株分け

除草剤散布 5,780m2×4回 塩化カルシウム散布（人力）



河越館跡環境整備業務委託特記仕様書 

 

１ 目  的 

   本業務は河越館跡の環境整備を目的とした除草作業等を委託するものである。 

 

２ 委託対象地 

   名 称 河越館跡 

   場 所 川越市大字上戸１９２番２ほか 

 

３ 委託期間 

   契約締結日  ～  令和９年３月２６日 

 

４ 作業内容 

   受注者は、対象地の環境整備のため契約期間内に作業員を委託対象地に派遣し、雑草の除

草・除草剤散布、芝地の刈込み・除草剤散布を行う。 

 

 ５ 負担区分 

   委託業務に要する機械器具、材料、用具及びこれらを用いるのに必要な検査、官公署等へ

の届出、手続き等は受注者の負担とする。 

 

６ 業務実施前の打合せ 

   受注者は、業務の実施にあたり担当者と十分な打合せを行う。 

  

７ 諸書類の提出 

受注者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。 

（１）業務実施計画書 

年間又は月別の作業基準を定め、その旨を記した業務実施計画書を提出し、確認を

受けること。 

（２）その他市指定のもの 

 

８ 作業日・作業時間等 

   作業の実施日・作業時間等は、市の開庁日とし（土・日・祝日は不可）、発注者と協議のう

え決定する。また、各工程の着手時の数日前までに実施する旨を発注者に連絡すること。 

 

 ９ 現場の安全管理 

（１） 作業の実施にあたっては、利用者等に危険のないよう充分注意するものとする。なお、

作業中においては、作業場所付近に作業中である旨を表示した看板を掲示し、注意を

喚起すること。 

また、除草剤を使用する際は施設内に注意喚起の看板を掲示すること。 

 



（２）作業の実施にあたり、施設、樹木等を損傷しないよう充分注意するものとする。 

     万一損傷した場合は、受注者の負担で原形に復するものとする。 

（３）受注者は、人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急

処置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について、遅

滞なく監督員に報告するものとする。 

 

10 実施報告及び終了後の確認申請 

所定の作業を終了した後は、本業務委託の規約に定めるところに従い、業務の実施報

告及び確認申請を速やかに提出すること。 

 

11 支払方法 

 本業務委託は２回の分割払いとし、半期及び委託業務実施報告書を提出後、市で検査した

後に支払うものとする。 

 

12 消費税 

  この契約の締結後に、消費税法（昭和 63年法律第 108 号）等の改正により、消費税額等の   

額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当す

る消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合に

は、経過措置が優先して適用される。 

 

13 その他の事項 

（１）受注者は点検業務の実施にあたり本市職員と十分な打合せの上、その指示に従うこと。 

（２）「川越市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、公園内では喫煙しないよう徹底する

ものとする。 

（３）本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、

再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要が

ある。 

（４）この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、

ここに記載されてない細部の事項についても誠意を持って行うこと。 

 



河越館跡環境整備業務委託　 委託範囲

凡例

機械除草Ⅲ、 除草剤散布

機械除草Ⅱ　 刈払い

芝地機械刈込み、 除草剤散布


